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○
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

旧

（
開
発
許
可
の
基
準
）

（
開
発
許
可
の
基
準
）

第
三
十
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
開
発
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て

第
三
十
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
開
発
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て

、
当
該
申
請
に
係
る
開
発
行
為
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準(

第
四
項
及
び
第
五
項

、
当
該
申
請
に
係
る
開
発
行
為
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準(

第
四
項
及
び
第
五
項

の
条
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
条
例
で
定
め
る
制
限
を
含
む
。)

の
条
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
条
例
で
定
め
る
制
限
を
含
む
。)

に
適
合
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
申
請
の
手
続
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に

に
適
合
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
申
請
の
手
続
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に

基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
開
発
許
可
を
し

基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
開
発
許
可
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

地
盤
の
沈
下
、
崖
崩
れ
、
出
水
そ
の
他
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、

七

地
盤
の
沈
下
、
崖
崩
れ
、
出
水
そ
の
他
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、

開
発
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
、
地
盤
の
改
良
、
擁
壁
又
は
排
水
施
設
の
設

開
発
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
、
地
盤
の
改
良
、
擁
壁
又
は
排
水
施
設
の
設

置
そ
の
他
安
全
上
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
設
計
が
定
め
ら
れ
て

置
そ
の
他
安
全
上
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
設
計
が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
開
発
区
域
内
の
土
地
の
全
部
又
は
一
部

い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
開
発
区
域
内
の
土
地
の
全
部
又
は
一
部

が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
内
の
土
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
に

が
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
三
条
第

お
け
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
工
事
の
計
画
が
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基

一
項
の
宅
地
造
成
工
事
規
制
区
域
内
の
土
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
に

準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

お
け
る
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
計
画
が
、
同
法
第
九
条
の
規
定
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
。

宅
地
造
成
等
規
制
法(

開
発
行
為
に
関
す
る
工

宅
地
造
成
等
規
制
法
第

昭
和
三
十
六
年
法
律
第

事

九
条
の
規
定
に
適
合
す

百
九
十
一
号)

第
三
条

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
一
項
の
宅
地
造
成
工
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事
規
制
区
域

津
波
防
災
地
域
づ
く
り

津
波
防
災
地
域
づ
く
り

津
波
防
災
地
域
づ
く
り

に
関
す
る
法
律
第
七
十

に
関
す
る
法
律
第
七
十

に
関
す
る
法
律
第
七
十

二
条
第
一
項
の
津
波
災

三
条
第
一
項
に
規
定
す

五
条
に
規
定
す
る
措
置

害
特
別
警
戒
区
域

る
特
定
開
発
行
為(

同
条

を
同
条
の
国
土
交
通
省

第
四
項
各
号
に
掲
げ
る

令
で
定
め
る
技
術
的
基

行
為
を
除
く
。)

に
関
す

準
に
従
い
講
じ
る
も
の

る
工
事

で
あ
る
こ
と
。

八
～
十
四

（
略
）

八
～
十
四

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

（
工
事
完
了
の
検
査
）

（
工
事
完
了
の
検
査
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
済
証
を
交
付
し
た
と
き
は
、

３

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
済
証
を
交
付
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
工
事
が
完
了
し

遅
滞
な
く
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
工
事
が
完
了
し

た
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
工
事
が
津

た
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

波
災
害
特
別
警
戒
区
域(

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
第
七
十
二
条

第
一
項
の
津
波
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

)

内
に
お
け
る
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
開
発
行
為
（
同
条

第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。)

に
係
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

工
事
の
完
了
後
に
お
い
て
当
該
工
事
に
係
る
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る

開
発
区
域
（
津
波
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
の
も
の
に
限
る
。
）
に
地
盤
面
の
高

さ
が
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
水
位
以
上
で
あ
る
土
地
の
区

域
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
区
域
を
併
せ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
改
正
後
）

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
改
正
前
）

（
開
発
許
可
の
申
請
）

第
十
六
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
記
様
式
第
二
又
は
別
記
様
式
第
二
の
二
の
開
発
行
為
許
可
申
請
書
を
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
別
記
様
式
第
二
及
び
別
記
様
式
第
二
の
二
の
備
考
欄
を
改
正
〕

（
開
発
許
可
の
申
請
書
の
添
付
図
書
）

（
開
発
許
可
の
申
請
書
の
添
付
図
書
）

第
十
七
条

法
第
三
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
図
書
は
、
次
に
掲

第
十
七
条

法
第
三
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
図
書
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
津
波
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
津
波
防
災
地
域

（
新
設
）

づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
二

〔
都
市
計
画
法
の
開
発
区
域
内
に
特
定
開
発
行
為
に
係
る
工
事
が
あ
り
、
か
つ
、

条
第
一
項
の
津
波
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
お
け

当
該
工
事
に
よ
り
地
盤
面
の
高
さ
が
基
準
水
位
以
上
に
な
る
土
地
の
区
域
が
あ
る

る
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
開
発
行
為
（
同
条
第
四
項
各

場
合
に
、
そ
の
区
域
の
位
置
を
表
示
し
た
地
形
図
の
添
付
を
規
定
〕

号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
工
事
の
完
了
後
に
お
い
て
当
該
工
事
に
係
る

同
法
第
七
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
開
発
区
域
（
津
波
災
害
特
別

警
戒
区
域
内
の
も
の
に
限
る
。
第
四
項
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
地
盤
面
の
高
さ
が
基
準
水
位
（
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
基
準
水
位
を
い
う
。
第
四
項
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
上
と
な
る
土
地
の
区
域
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
区
域
の
位
置
を
表

示
し
た
地
形
図

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



４

第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
地
形
図
は
、
縮
尺
千
分
の
一
以
上
と
し
、
津
波
防

（
新
設
）

災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
第
七
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
開
発

〔
新
設
さ
れ
る
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
地
形
図
の
縮
尺
及
び
表
示
内
容
を
規
定

区
域
の
区
域
及
び
当
該
区
域
の
う
ち
地
盤
面
の
高
さ
が
基
準
水
位
以
上
と
な
る

〕

土
地
の
区
域
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
を
明
ら
か
に
表
示
す
る
に
必
要
な
範
囲
内

に
お
い
て
都
道
府
県
界
、
市
町
村
界
、
市
町
村
の
区
域
内
の
町
又
は
字
の
境
界

、
津
波
災
害
特
別
警
戒
区
域
界
、
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
第
七

十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
条
例
で
定
め
る
区
域
の
区
域
界
並
び
に
土
地
の
地
番

及
び
形
状
を
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
事
完
了
等
の
公
告
）

（
工
事
完
了
公
告
）

第
三
十
一
条

法
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
工
事
の
完
了
の
公
告
は
、
開

第
三
十
一
条

法
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
工
事
の
完
了
の
公
告
は
、
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
を
完
了
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
開
発
区
域
又
は
工
区
に

発
行
為
に
関
す
る
工
事
を
完
了
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
並
び
に
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
を
明

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
並
び
に
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
を
明

示
し
て
、
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
を
完
了

示
し
て
、
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
を
完
了

し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
、
公
共

し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
、
公
共

施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域
並
び
に
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏

施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域
並
び
に
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏

名
を
明
示
し
て
、
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
方
法
で
行
な
う
も
の
と
す
る
。

名
を
明
示
し
て
、
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
方
法
で
行
な
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
工
事
が
津
波
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
に
お
け

（
新
設
）

る
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

〔
都
市
計
画
法
の
開
発
区
域
内
に
特
定
開
発
行
為
に
係
る
工
事
が
あ
り
、
か
つ
、

定
開
発
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
工
事
の
完
了
後
に
お
い
て
当

当
該
工
事
に
よ
り
地
盤
面
の
高
さ
が
基
準
水
位
以
上
に
な
る
土
地
の
区
域
が
あ
る

該
工
事
に
係
る
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
開
発
区
域
に
地
盤
面
の
高
さ

場
合
に
そ
の
区
域
を
公
示
す
る
際
、
そ
の
公
示
す
る
内
容
を
規
定
〕

が
基
準
水
位
以
上
で
あ
る
土
地
の
区
域
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
そ
の
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
を
併
せ
て
明
示
す
る
も
の
と

す
る
。



別
記
様
式
第
二
（
第
十
六
条
関
係
）

別
記
様
式
第
二
（
第
十
六
条
関
係
）

別
記
様
式
第
二
の
二
（
第
十
六
条
関
係
）

別
記
様
式
第
二
の
二
（
第
十
六
条
関
係
）
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